
Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計 230,739 217,592 9 0 0 113,135 101,460 2,988 10,154 2,993

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

本
体
分

1 R4 単 ○ ○

価格高騰緊
急支援給付
金【低所得
者世帯給付
金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

101,700 101,700 240 101,460

①コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担
増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非
課税世帯等）に対し給付金を支給し、負担の軽減を図る。
②給付金費
③給付金総額　101,700千円
　R5年度分住民税非課税世帯（課税者の被扶養者のみで構成
される世帯を除く）　3,382世帯×3万円
　家計急変世帯　8世帯×3万円
④令和5年度住民税費非課税世帯のうち、課税者の被扶養者の
みでない世帯
　令和5年度住民税課税世帯のうち、家計が急変し住民税非課
税世帯相当となった世帯

－ － ○ － R5.6 R5.11 3,390世帯への給付金給付
宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

事
務
費

2 R4 単 ○ ○

価格高騰緊
急支援給付
金（事務
費）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ － 2,988 2,988 2,988

①コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担
増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非
課税世帯等）に対し給付金を支給し、負担の軽減を図るにあたっ
て必要な事務経費。
②給付金の給付に係る事務経費
③事務費　2,988千円
　時間外勤務手当　307千円、需用費　144千円、役務費　1,547
千円、システム改修委託料　990千円
④令和5年度住民税非課税世帯のうち、課税者の被扶養者のみ
でない世帯
　令和5年度住民税課税世帯のうち、家計が急変し住民税非課
税世帯相当となった世帯及び基準日における生活保護受給世
帯

－ － ○ － R5.6 R5.11 3,390世帯への給付金給付
宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

低
所
得
者
世
帯
給
付
金

以
外
に
係
る
部
分

R
4
予
備

(

R
5
.
3

月
・
5
月
通
知

)

3 R4 単 ○ －

価格高騰緊
急支援給付
金【生活保
護受給世帯
給付金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

90 90 90

①コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担
増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非
課税世帯等）に対し給付金を支給し、負担の軽減を図る。
②給付金費
③給付金総額　90千円
　生活保護受給世帯　3世帯×3万円
④令和5年度住民税課税世帯のうち、基準日における生活保護
受給世帯

－ － ○ － R5.6 R5.11 3世帯への給付金給付
宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

低
所
得
者
世
帯
給
付
金

以
外
に
係
る
部
分

R
4
予
備

(

R
4
 

.
9
月
通
知

)

4

低
所
得
者
世
帯
給
付
金

以
外
に
係
る
部
分

R
4
補
正
・
R
4
予
備

(

R
4
 
.
4
月
通

知

) 5

低
所
得
者
世
帯
給
付
金

以
外
に
係
る
部
分

事
務
費

6

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支

援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな
い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ



Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計 230,739 217,592 9 0 0 113,135 101,460 2,988 10,154 2,993

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支

援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな
い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

7 R4 単 ○ －

自治会防犯
灯LED化補
助金（重点
交付金分）

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高

騰対策
○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

1,991 1,991 1,991

①コロナ禍における電気料金の高騰により負担が増大している
防犯灯の設置者が、防犯灯をＬＥＤに交換し、省エネルギー化を
図ろうとする際の経費の一部を補助することで、設置者を支援す
る。
②補助金
③20,000円（補助率50%、上限20,000円）×100灯
④防犯灯を設置する自治会
※No.16と同一事業

－ － － － R5.7 R6.3
自治会が管理する防犯灯100灯の
LED化を支援する

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

8 R4 単 ○ －

配食サービ
ス事業所電
力等価格高
騰重点支援
給付金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

425 425 425

①コロナ禍において原油価格及び物価の高騰により電気、ガ
ス、燃料費等の負担が増大する中、利用者への負担を増やすこ
となく福祉サービスの安定的な提供を行っている配食事業者を
支援するため、事業規模に応じて給付金を給付する。
②影響見込額を給付金として給付
③土日祝日対応事業者　90千円
　平日対応事業者　330千円
　沖の島対応事業者　5千円
④宿毛市配食サービス事業受託事業者

－ － － － R5.7 R5.8
支援対象配食サービス提供事業
者3者の事業継続

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

9 R4 単 ○ －

介護保険事
業所電力等
価格高騰重
点支援給付
金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

2,100 2,100 2,100

①コロナ禍において原油価格及び物価の高騰により電気、ガ
ス、燃料費等の負担が増大する中、利用者負担を増やすことなく
安定したサービスを提供できるよう、宿毛市の指定許可を得た介
護保険サービス提供事業所等に対し給付金を給付する。
②物価上昇分相当金額を試算し給付金として給付
③地域密着型サービス事業所　150千円×7法人＝1,050千円
　居宅介護支援事業所　100千円×5法人＝500千円
　特別養護老人ホーム　350千円×1法人＝350千円
　通所介護サービス事業所　100千円×1法人＝100千円
　訪問入浴介護サービス事業所　100千円×1法人＝100千円
④市内介護保険事業者

－ － － － R5.7 R5.8
支援対象介護保険事業所15件の
事業継続

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

10 R4 単 ○ －
学生応援す
くもふるさと
便事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に

伴う子育て世帯
支援

4,710 4,710 4,710

①コロナ禍における物価高騰に直面する市外在住の本市出身
高校・大学生等に対し、本市産米や特産品等を給付することで、
子育て世帯の負担軽減を図るとともに、学生自身の日々の生活
を応援することで、郷土への愛着を思い起こすきっかけ作りに寄
与する。
②委託料（給付品調達費を含む）　4,710千円
③1件6,500円×630人×115%（委託料15%）＝4,709,250円
④市外に居住する高校・大学生等

－ － － － R5.8 R6.3

令和3年度実施の「学生応援すくも
ふるさと便事業（第1弾）」における
申請者（210人）を超える人数に対
し、特産品等を送る。

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

11 R4 単 ○ －

保育所等電
力等価格高
騰重点支援
給付金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

420 420 420

①コロナ禍において、原油価格及び物価高騰により電気・ガス燃
料等にかかる費用の負担が増大している保育所等を運営する事
業者を支援する。
②電気、燃料等の価格高騰分に対する給付金
③1施設×180千円＝180千円
　1施設×210千円＝210千円
　1車両×15千円×2台＝30千円
④市内の特定教育・保育施設等を運営する事業者

－ － － － R5.7 R6.3 支援対象施設2園の運営継続
宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

12 R4 単 ○ －

幡多広域観
光協議会運
営事業費負
担金

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・
原材料・食料等安定

供給対策
○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

2,222 2,222 2,222

①新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等により、観光業や
飲食業を中心として、直接的・間接的に取引のある多様な事業
者が影響を受けている。
地域経済を支える観光業等の本格的な復興に向け、国内向け
及びインバウンド向けモニターツアーやセールス活動等を実施
し、幡多地域の認知度向上やツアー商品としてのブランディング
を行う。また、強みである、「観光×SDGs」プログラムを活用し、
インバウンド対応の販路基盤整備・プロモーション等を合わせて
行うことで、国内外からの誘客増につなげ、「地域の観光消費の
拡大」を促進し、市内事業者の支援につなげることを目的とす
る。
②負担金(幡多６市町村が負担割に応じて負担)
③総事業費10,000千円のうち、宿毛市負担金　2,222千円
④一般社団法人幡多広域観光協議会

－ － － － R5.9 R6.3
・インバウンド商品造成（3本）
・国内旅行商品造成（10本）

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

13 R4 単 ○ －
水道基本料
金等無償化
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑨推奨事業メ
ニューよりも更
に効果があると

考える支援

水道基本料金及び量水器使用料の減
免は、対象者からの申請等を必要とせ
ず、プッシュ型に近い形でエネルギーや
食料品価格等の物価高騰の影響を受け
ている生活者や事業者（官公庁を除く）
に対して、直接的に迅速な支援ができる
ため。

81,614 81,614 81,614

①新型コロナウイルスの感染状況等に起因する物価高騰の影
響を受けた生活者や事業者（官公庁を除く）の支援を行う。
②水道料金の基本料金及び量水器使用料の減免（令和5年9月
請求分から令和6年3月請求分）を行うため、減免相当額とシステ
ム改修にかかる経費を水道事業会計へ補填するもの。
③水道料金減免相当額　11,588,456円×7月＝81,119,192円、シ
ステム改修費用　495,000円
④官公庁を除く水道使用者

－ － － － R5.9 R6.3
水道使用者　10,414件に対し、7月
分の基本料金及び量水器使用料
の減免を行う。

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）

14 R4 単 ○ －
学校給食費
負担金軽減
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に

伴う子育て世帯
支援

16,328 16,328 16,328

①コロナ禍及び国際情勢の急変による原材料費高騰に伴う給食
費値上げを抑制し、子育て世帯を側面的に支援する。
②食材購入費（材料費）への充当
③個別食材料の対前年度比（値上がり率）から、１年を通して必
要となる費用を計上
1,480人×197食/年×56円（一食当たり高騰分）＝16,327,360円
≒16,328千円
④小中学校における児童・生徒

－ － － － R5.4 R6.3

市内全小学校７校―950人
市内全中学校５校―500人
離島小中学校２校―25人
離島保育園１園―５名
1,480人全員分に対応する食材購
入費を補助し、子育て世帯への負
担軽減を図る。
コロナ禍での地場産業の活性化に
資するため、積極的な地場産品の
購入に努める。

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5当初（地）

15 R4 補 ○ －
妊娠出産子
育て支援交
付金

厚生労働省 － ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に

伴う子育て世帯
支援

16,142 2,995 2,995 10,154 2,993

①核家族化が進み地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や
不安感を抱く妊娠・子育て家庭のすべての妊婦と子育て家庭が
安心して出産・子育てができるよう妊娠期から出産子育てまで一
貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型の相談支援
を充実するとともに、コロナ禍における物価高騰等に対する子育
て世帯への経済的支援を一体として実施する。
②負担金補助及び交付金（出産・子育て応援給付金）
③人件費：3,614千円、需用費：11千円、役務費：17千円、負担金
補助及び交付金：出産・子育て応援給付金　12,500千円（出生見
込み50人×50千円、妊娠届出見込み100人×50千円、令和5年
2月末までに妊娠届出をした妊婦50人×100千円）
※その他欄の金額は県からの補助金の充当
④令和4年4月1日以降に生まれた子の保護者及び令和4年4月1
日以降に妊娠の届出をした妊婦

－ － ○ － R5.4 R6.3 対象者への給付率を100%にする。
個別通知、宿毛市公式HP、広報等
により周知する。

R4補正（国）

16 R4 単 ○ －

自治会防犯
灯LED化補
助金（通常
交付金分）

○ － ○
④-Ⅰ．原油価格高

騰対策
○ － 9 9 9

①コロナ禍における電気料金の高騰により負担が増大している
防犯灯の設置者が、防犯灯をＬＥＤに交換し、省エネルギー化を
図ろうとする際の経費の一部を補助することで、設置者を支援す
る。
②補助金
③20,000円（補助率50%、上限20,000円）×100灯
④防犯灯を設置する自治会
※No.7と同一事業

－ － － － R5.7 R6.3
自治会が管理する防犯灯100灯の
LED化を支援する

宿毛市公式HP、広報、SNS等によ
り周知する。

R5補正（地）


